
流域治水の具体的な取組み内容 

 

下記のとおり流域治水の具体的な取組み内容を報告します。 

 

（企業等名称：株式会社垂水工務店） 

目的や背景 

過去には、平成 16年、新居浜市に 5つの台風が上陸し、15号と 21号は特

に大きな被害をもたらしました。近年では日本各地で豪雨等による被害が目

立っており、災害対策は必須となっています。 

 こういった背景から、弊社は少しでも地域に貢献できるような企業になれ

るよう水災害対策に取り組んでいます。 

取組み内容 

① 非常用発電機の確保 

・非常用発電機 2台保有 

② 水災害を想定した避難訓練と社内研修の実施 

・毎年 5月に実施 

③ 防災士の取得 

・1名取得(令和 6年 8月現在) 

④ 河川の清掃ボランティア活動 

・毎年 2回 新居浜市に流れる二級河川国領川を清掃 

⑤ 水災害に備えた資機材の確保 

・災害に備え一式常備 

⑥ その他（関係機関と合同防災訓練の実施） 

新居浜建設業協同組合が東予地方局建設部及び新居浜市と実施する合同

防災訓練に組合員企業として参加（年に 1回実施） 

ゲリラ豪雨や地震が発生して通信機能が遮断された想定で、新居浜建設

業協同組合所属の企業として担当箇所を被害想定に基づいて巡回・報告 

 

取組状況が 

分かる写真 

  



  
 ↑ボランティア活動等 

  

↑水災害に備えた資機材      ↑非常用電源 

 

↑水災害を想定した避難訓練と社内研修の実施 

その他 

 今後も社員一丸となって、ボランティア活動を継続し、社内研修において

は、より一層の災害知識を深めてまいります。 

 又、不測の事態に対応できるよう、充実した資機材の確保に努めていきた

いと思っています。 

 


